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　市税や国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料の納付には、便利で安心な
口座振替をお勧めします。口座振替は、定め
られた日に自動的に預貯金口座から振り替え
て納付できますので、支払いに行く手間も省
け、納め忘れもなく安心です。ぜひ、ご利用
ください。
　なお、残高不足などの理由で口座振替がで
きなかったときは、納期限後に口座へ入金し
ても再度の引き落しはできませんので、後日
送付する納付書により、取扱金融機関などの
窓口で納付してください。

※振替日は、各納期月の末日です。ただし、
12月は28日です。振替日が休日の場合は、
その翌営業日に振り替えます。

※過年度分をさかのぼって課税された場合は、
口座振替ができません。

※口座振替の場合は、年度末に一括して領収
済通知書を発送しています。毎期別に領収
済通知書が必要な人は、本庁・納税課まで
ご連絡ください。ただし、軽自動車税の領
収済通知書兼車検用納税証明書は、６月の
発送になります。

市税・保険料の納付は、口座振替が便利です！市税・保険料の納付は、口座振替が便利です！市税・保険料の納付は、口座振替が便利です！

《取扱金融機関》
肥後銀行、熊本ファミリー銀行、九州労働金
庫、熊本県信用組合、天草信用金庫、本渡五
和農協、あまくさ農協、天草漁協、ゆうちょ
銀行の各本・支店（所）。

　また、国民健康保険から後期高齢者医療保
険に移行したときは、新たに取扱金融機関で
口座振替の申し込み手続きが必要です。今ま
で国民健康保険税を口座振替により納付して
いても、申し込みをしなければ、後期高齢者
医療保険料の納付が口座振替に切り替わるこ
とはありませんので、ご注意ください。

■手続き方法＝預貯金通帳、通帳届出印、納
税（入）通知書を持参し、取扱金融機関（下
参照）に備え付けの「口座振替依頼書」に
必要事項を記入のうえ、同所へ提出してく
ださい。
　　なお、金融機関と市役所の登録が済みし
だい、「口座振替開始通知書」を送付しま
すので、具体的な口座振替の開始時期はこ
の通知書でご確認ください。

【問い合わせ先】本庁・納税課（内線1112）

　各家庭の世帯員構成などに応じたごみ排出機会の
利便性向上のため、４月１日から燃やせるごみ袋の
種類を、現行の大・小２種類に特大・特小を追加し
４種類に増やします。また、現行の燃やせるごみ袋
の２種類については、販売価格を値下げします。な

お、３月31日までに購入した燃や
せるごみ袋大・小２種類は引き続
き使用できます。ただし、価格改
正に伴う精算は行いませんので、
計画的に購入してください。

　平成25年度の市指定ごみ袋・シール券の卸売業
務を希望する業者を募集します。
◆受付期間＝２月15日㊎まで。
◆申込方法＝本庁・環境課、牛深支所・環境課（牛

深クリーンセンター内）、その他の支所担当課に
備え付けの申請書と販売取扱店名簿に必要事項
を記入し、納税証明書（または滞納のない証明書）
を添えて同課へ提出してください。

【問い合わせ先】本庁・環境課（内線1272）

４月１日からの市指定有料ごみ袋の種類と販売価格改正のお知らせ

市指定ごみ袋・シール券の卸売業務委託業者を募集

特大（45ℓ）
大（35ℓ）
小（20ℓ）
特小（10ℓ）

燃やせるごみ袋の種類
□４月１日からの改正内容

３月31日までの販売価格 ４月１日からの販売価格 備　考
ー

50円／１枚（10枚入500円）
30円／１枚（10枚入300円）

ー

50円／１枚（10枚入500円）
40円／１枚（10枚入400円）
20円／１枚（10枚入200円）
10円／１枚（10枚入100円）

追加

値下げ

追加

　

市
営
住
宅
が
空
室
に
な
っ
た
場

合
に
、
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る

入
居
補
欠
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
込
者
多
数
の
場
合
は

抽
選
を
行
い
、
入
居
補
欠
者
の
順

番
を
決
定
し
ま
す
（
抽
選
会
の
日

程
は
、
後
日
通
知
し
ま
す
）。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁（
別
館
）・
建

築
住
宅
課
ま
た
は
各
支
所
担
当

課
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
２
月
４
日

㊊
か
ら
同
15
日
㊎
ま
で
に
同
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
本
庁（
別
館
）・
建
築
住

宅
課
（
内
線
２
６
２
２
）
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
軽
度
・
中
等
度
の
聴

覚
障
が
い
の
あ
る
児
童
に
、
補
聴

器
の
購
入
や
修
理
に
か
か
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
次
の
要
件
を
満
た
す
18

歳
未
満
の
難
聴
児
で
、①
市
内

に
住
所
が
あ
る
人
②
両
耳
の
聴

力
レ
ベ
ル
が
30
ｄ
Ｂ
以
上
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
こ
と
③
補
聴
器
の

装
用
に
よ
り
、
言
語
の
習
得
な

ど
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る

と
医
師
が
判
断
す
る
も
の
。

▼
助
成
内
容
＝
補
聴
器
購
入
費
と

市
で
定
め
た
１
台
当
た
り
の
基

準
価
格
を
比
較
し
て
、
少
な
い

方
の
額
を
限
度
。
た
だ
し
、
費

用
の
１
割
は
自
己
負
担
が
必
要

で
す
（
所
得
額
に
応
じ
て
軽
減

が
あ
り
ま
す
）。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁
・
社
会
福
祉

課
ま
た
は
各
支
所
担
当
課
に
備

え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え

て
、
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
社
会
福
祉
課（
内

線
１
１
８
２
）
へ
お
尋
ね
を
。

　

市
で
は
、
各
種
申
請
な
ど
に
必

要
な
納
税
証
明
書
を
発
行
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
納
税
し
て
か
ら

納
入
の
確
認
が
と
れ
る
ま
で
に
10

日
程
度
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
税
金
を
納
入
後
、
早
急
に

納
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、

納
税
が
確
認
で
き
る
書
類
（
領
収

書
ま
た
は
口
座
振
替
の
場
合
は
預

貯
金
通
帳
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
申
請
の
際
は
、
運
転

免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る

身
分
証
明
書
（
代
理
人
が
申
請
す

る
場
合
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の

身
分
証
明
書
）
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
納
税
課
（
内
線

１
１
１
７
）
へ
お
尋
ね
を
。

　

平
成
25
・
26
年
度
分
建
設
工
事
、

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な

ど
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
受
付
期
間
＝
●
市
内
事
業
者
…

３
月
１
日
㊎
か
ら
４
月
30
日
㊋

ま
で
●
市
外
事
業
者
…
４
月
１

日
㊊
か
ら
同
30
日
㊋
ま
で
。

▼
有
効
期
間
＝
６
月
１
日
か
ら
平

成
27
年
５
月
31
日
ま
で
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁
・
契
約
検
査

課
ま
た
は
各
支
所
担
当
課
に
備

え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、〒
８
６
３

－

８
６

３
１
（
郵
送
の
場
合
は
住
所
記

載
不
要
）
天
草
市
役
所
・
契
約

検
査
課
（
市
内
事
業
者
は
直
接

持
参
〔
郵
送
不
可
〕、
市
外
事

難
聴
児
補
聴
器
給
付
等

　
　

事
業
を
実
施
し
ま
す

納
税
証
明
書
の

　
　
　

交
付
申
請
の
と
き
は

業
者
は
郵
送
）
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
申
請
書
は
２

月
12
日
㊋
か
ら
配
布
す
る
ほ
か

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
。

※
県
・
市
町
村
電
子
申
請
受
付
シ

ス
テ
ム
「
よ
ろ
ず
申
請
本
舗
」

で
申
請
を
し
た
場
合
は
、
個
別

事
項
審
査
用
の
書
類
を
受
付
期

間
内
に
、
本
庁
・
契
約
検
査
課

へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
も
同
課（
内
線
１
２
４
３
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
内
の
下
水
道
排
水
設
備
工
事

を
行
う
事
業
者
の
指
定
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

▼
資
格
＝
県
内
に
事
業
所
が
あ

り
、
責
任
技
術
者
が
い
る
こ
と

な
ど
。

▼
申
請
方
法
＝
本
庁
・
下
水
道
課

（
本
渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
内
）
に

備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
関
係
書
類
を
添

え
て
２
月
１
日
㊎
か
ら
同
28
日

㊍
ま
で
に
〒
８
６
３

－

０
０
１

３
市
内
今
釜
新
町
３
５
４
３　

天
草
市
役
所
・
下
水
道
課
へ
郵

送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

※

詳
細
も
本
庁
・
下
水
道
課
☎
㉓

３
４
９
８
へ
お
尋
ね
を
。

　

平
成
25
年
度
の
「
市
政
だ
よ
り

天
草
」
お
知
ら
せ
版
に
有
料
広
告

の
掲
載
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
今

回
、
民
間
事
業
者
な
ど
の
広
告
を

取
り
扱
い
、
市
に
広
告
料
を
納
め

て
い
た
だ
く
広
告
取
扱
者
を
募
集

し
ま
す
。

▼
資
格
＝
２
月
１
日
現
在
で
１
年

以
上
市
内
で
事
業
を
営
み
、
市

税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁
・
秘
書
課
に

備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
２
月
１
日
㊎

か
ら
同
15
日
㊎
ま
で
に
同
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

応
募
す
る
人
は
、
天
草
市
物
品

購
入
等
指
名
競
争
入
札
（
見
積

り
）参
加
資
格
申
請
を
、本
庁
・

契
約
検
査
課
で
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※

詳
細
は
本
庁
・
秘
書
課
（
内
線

１
２
０
８
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

平
成
25
年
度
市
営
住
宅
の

入
居
補
欠
者
を
募
集
し
ま
す

建
設
工
事
等
競
争
入
札

　

参
加
資
格
登
録
を
受
付

下
水
道
排
水
設
備

指
定
工
事
店
の
指
定
申
請
を
受
付

市
政
だ
よ
り
天
草
の

広
告
取
扱
者
を
募
集
し
ま
す


